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「コミットメント，再交渉そして

不完備契約の理論」構築へ向けて

(1)調達関係におけるコミットメントと再交渉：

ルールと裁量，ヘの契約論的分析＊

豊鈴木

Summary 

Thispaperexplorestheproblemofcommitmentinandrenegotia‐ 

tionofaninitialcontract,inaprincipal-agentmodelthatfeatures 

bothpricerenegotiationinprocurementrelationships，suchasthe 

Japanesemanufacturer-supplierrelationship,ａｎｄｔｈｅｅｘｐｏｓｔｉｎｖｅｓｔ‐ 

mentbytheprincipal,whichincreasejointsurpluswiththeagent 

Weshowthat，inthecommitmentandrenegotiationregimepracti‐ 

callyobservedintheincompletecontractualrelationships，ａｋｉｎｄｏｆ 

杉"GgDtiatjo〃Pmq/ｂｏ""SSC/ze腕ｅｊｓｅ"dogwzo"ｓＪｙｇＵ"eγzMZ,anditnot

onlyinducestheelucz"ねｊ"Ce"ｔｊＵｅｂｙｔｈｅａｇｅｎｔ,ｂｕｔａｌsoprovidesthe

exPos/〃“bjJjtyagainstrelativelybadstatesinanenvironmentwith

uncertainty． 

1．はじめに

この論文は，不完備契約下の調達関係における「価格調整」と「取引合

＊本稿は筆者の進行中の研究プロジェクト「コミットメント，再交渉，そして不完備契約」

（参考文献(12)(13))のモチベーション的論文である。本稿作成にあたり，法政大学比較経済

研究所小規模プロジェクト（C）から部分的援助を受けた。感謝したい。
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意への到達プロセス」の問題をとりあげ，契約におけるコミットメントと

その後の再交渉の過程が，取引関係において引き出されるインセンティブ，

取引全体での効率性，そして当事者間のレント分配の問題にいかなる影響

を及ぼすかを分析する。

例えば，「日本的取引形態」として研究が盛んな部品取引関係において

は，「デザイン・イン」という，承認図部品の共同開発方式に関心が集まっ

ている。承認図部品の開発は，中核企業（アセンブラー）と高い技術力を

備えたサプライヤーとの密接な共同作業として行われるが，そこでは，両

者が一般的（general）および特殊的（specific）投資を行う状況である

とともに，初めに何らかの基本契約書を交わしておくが，その後の投資の

結果を観察した後で，両者が合意すれば古い（tentativeな)契約を改訂し，

双方に有利な条件で正式に取引に関する合意に達するという，事後的なフ

レクシビリティーが入っていることが観察されている（浅沼（84）他)。

通常，不完備契約下の取引においては，企業が「関係特有の資産」に投

資すると，その投資や成果は第３者に対して証明不可能であるため，事前

に状態依存的（StateContingent）な完備契約（CompleteContract）を

書いてコミットすることは不可能である。また，これらの投資は現在の取

引関係の外ではほとんど価値をもたないため，事後の交渉での自分のポジ

ションが悪くなり，取引相手に総収入のかなりの部分を搾取されることを

見通して，事前の投資が減少するという「Ｈｏｌｄｕｐ問題」が強調されて

いる（Williamsoｎ（75)，Tirole（86）他)。これらは，事前に完備契約

にコミットできないケースで典型的に生じる状況だが，これを「いかに解

決するか」に関する分析は，ここでの主たる目的ではない。（例えば，米

国の「垂直統合」の現象を，資産の所有および支配権の移転（thetrans‐

ferofownershipandcontrolrights）の形で交渉力を再配分し，効率Ｉ性

を達成する制度的仕組みとしてとらえるアプローチとしては，Grossman

andHart（86）がある。この流れは，所有構造（ownershipstructure）

ないし，所有権（propertyrights）アプローチと|呼ばれることもある（０
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Hart（1995))。

日本の部品取引関係に典型的にみられる価格設定と交渉の問題（その実

態の詳細については，浅沼（84）および藤本（94）等を参照）を「新しい

理論的視点」で分析し，切ってみせることが主目的である。曰本の価格交

渉では，事前の基本契約に契約価格を予め決めておいて（この意味では，

価格へのコミットメントがなされている｡)，しかし，実際に投資と不確実

性が解消した後で，例外的事象では，双方にとってより望ましい条件に契

約価格を書きかえた後で，取引に正式に合意してコミットする（拘束力の

ある契約が結ばれる）という形の取引形態が典型的に見られるが，これは

経済学的にいかなる本質をもつのだろうか。こうした「例外的ケースでの

事後的な再交渉を伴うコミットメント」という取引方式が不完備契約下で

果たすメカニズムが，通常の「完全なコミットメント（いわゆる前決め)」

や「コミットメントなし（いわゆる後決め)」のケースと，いかに異なる

のかを，できる限り単純なモデルで比較対照することが，この小論の問題

である。

こうした研究については，理論的研究としてはAghionDewartripont，

andＲａｙ（94）やLaffontandTirole（90)(1)などがあるが，前者はむし

ろ不完備契約下での「関係特殊的資産」への過小投資の問題を，再交渉プ

ロセスをうまくデザインすれば，その均衡では，すべての余剰が投資主体

に帰属するようにでき，事後のLocal（marginal）Surplusのsplitting

が防げて，事前の過小投資を防げることを可能にする精巧な装置(その意

味でかなり“複雑な”戦略)が考えられている。しかし，それは，「コミッ

トメントと例外的ケースでの再交渉」の問題ではない。後者は，その分析

の本質において，本稿により近い。そこではまず，規制者と民間企業の間

に企業の生産性についての「情報の非対称性」が存在する時に，通常は１

期目に被規制企業が私的1情報を顕示してしまうと，２期目に直面している

はずの規制政策を政府に変更されてしまい（情報を顕示しなければ持って

いたはずの)，「情報レント」をすべて政府に搾取されるため，１期目の生
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産｜性についての情報が顕示されないことが示される。これは，規制者が２

期目の（非効率的な）政策にコミットメントできないことから，被規制者

が２期目の搾取（"Heldup"）を恐れて事前に情報が引き出されないとい

う点で，「Ｈｏｌｄｕｐ問題」と理論的本質は同一であるのだが，それを，「規

制者は２期間の政策にコミットメントするが，（従って，そこでは被規制

企業に与えるレント（トランスファー）が明記されている｡）２期目に，

両者の合意があった時には，またその時に限って政策を変更できる｡」と

いう形の規制方式を考えて，その動的効率I性を調べた。それによれば，コ

ミットメントなし（Ｎｏｃｏｍｍｉｔｍｅｎｔ）のケースよりも必ず企業の１期目

の情報開示のインセンテイブが高まることが示されている。（というのは，

企業は，政府の政策の再交渉の申し出に対してそれを拒絶して，基の政策

(O1drule）が与える威嚇点にとどまることができるため，２期目にも一

定の情報レントが確保されているからである｡）しかし，これは，純粋理

論的に見て本質的なアイデアは類似しているということであり，非対称`情

報下の規制モデルであるＬ＝Ｔモデル自体，一般化されていない。従って，

部品取引において，当事者が，関係を結ぶ主目的（共同でカスタム品をつ

くりその成果を分け合う｡）と，極めて一般的な項目（条項）だけを規定

し，将来必要となる調整については，決定の機構および紛争処理の手続き

(procedure）だけを定めておき２－調整の内容については事前に決めない

でおく，ということが典型的に観察される日本の部品取引と契約の改定プ

ロセスの経済学的本質を理論的に明らかにする本稿の分析自体に十分価値

があるはずである。

本稿は次のように構成される。次節でモデルの設定を記述する。注意す

べきは，価格に関しては，事前に基本契約を交わせるということと，当面

組立側（プリンシパル）は，事後（expost）に，つまり，部品メーカー

側（エージェント側）の投資の結果が観察され，再交渉ゲームが生じた後

に，関係特殊的投資を行い，そのコストがサンクされるということである。

これにより，より単純な形で，「コミットメントと再交渉」が効率'性とし
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ン卜分配へ与える問題を扱うことができる。この詳細を３節で行う。次に

紙面の都合上，厳密なモデル分析は今回は省略するが，プリンシパルが事

前に投資を行い，そのコストがサンクするケースについて，価格へのコミッ

トメントが可能なケース，コミットメントが不可能なケース，その中間の

ケースの各々で，エージェントの投資インセンティブや効率`性そしてレン

ト分配がいかに変化するかについて，推測を述べる。（実はこのタイミン

グのゲームは，その本質においてLaffontandTirole（1990）の問題と同

一である。しかし，前述のとうり，これは「逆選抜（AdverseSelection)」

のモデルであるのに対し，本モデルは対称だが立証不可能な'情報のモデル

で，かつ部品取引とトランスファー・プライシングを扱っている点で，説

明すべき対象が異なっている｡）

本論文は，次の２つの点で新しい貢献をもっている。第１に，「日本的」

といわれる部品取引における価格設定方式の実態（practice）を，不完備

契約の理論を使って理論的に分析した最初のペーパーであること。そして，

この簡単な分析が政府企業関係，研究開発の組織形態（トランスファー

価格と，共同開発の合意に達する形という意味での）といった，より広範

な問題への適用可能'性を秘めており，「ルールと裁量（原則と例外)」への

新しいアプローチを提供すること。第２に，技術的には，サブゲーム完全

性やナッシュ交渉解（変動基準点をもつ交渉解）といった十分に受け容れ

られている解概念の理論的本質を活かして，これまで説明されていなかっ

た日本の典型的制度的慣行，具体的には「事前の契約価格の取り決めと最

終の正式の取引合意に達するまでのプロセスの設計」が，いかに投資イン

センティブと，全体の効率1性に影響を与えるかの経済学的説明が適切にな

されている，ということである。

2．モデル

設定として，次のような依頼人（プリンシパル）・代理人（エージェン
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ト）関係を考える。第１に組立メーカーと部品メーカーが承認図部品の共

同開発を行う。第２に企業家が研究者集団に研究開発を委託する，という

状況である。第１の例では，当然，プリンシパルが組立メーカー，エージェ

ントが部品（下請）メーカーである。モデルでは，プリンシパルがエージェ

ントに契約をオファーしうることになっており，その契約には，前者から

後者へ払うトランスファー（見積り価格）だけが特定化されている。しか

も両者とも，この段階では取引を行うことに「最終合意」したわけではな

いし，最終的な価格協定に達したわけでもない。モデルでは，Ｇ＝Ｈ（86）

のモデルのような「コントロール残余権（controlrights)」の事前の段

階での配分は行わず，組立メーカー，承認図メーカーともに承認図部品の

生産，加工に不可欠な技術力および物理的資産を所有（"own'，）している

という状況に関心を限る。日本では多くの機能部品の場合，詳細設計の技

術および必要な資産は，部品メーカー側にあり，それをすぐに自動車メー

カーが内製化できるわけないので，この状況を所与とした分析は，日本的

部品取引を考える限り意味がある。また，事後的に生じた収入の分配ルー

ルを新たに決め直すケースでは，買手と売手両者の交渉力は１/2ずつであ

るとする(2)。モデルの主要部分では，エージェントが川上の活動として，

研究開発からある財（承認図面案，あるいはイノベーション）を生み出し，

それが買手であるプリンシパルに引き取られる時に，条件が正式に決まっ

て，彼がそれを加工するあるいは改善してマーケッティングを行うという，

事後の川下の活動を考える。つまり，ゲームの最初の段階で，プリンシパ

ルがペイオフに影響を与えるような人的物的資産に投資し，そのコストを

サンクしてから，契約価格をオファーするという，別のタイミングのゲー

ムについては当面は考えない。より具体的な設定は次のようになる。

2.1プレーヤー

２人のプレーヤーが存在し，１人はプリンシパル，１人はエージェント

であり，ともにリスク中立的であるとする。
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Manufacture．（Buyer）……プリンシパル

ォ＝ｌで，承認図部品を内製するほどの技術蓄積もまたその時間もない

が，部品メーカーのアウトプット（承認図案，試作品）を引き取った後で，

それを改良・改善できる。すなわち，加工技術をもっている。彼の投資は

関係特殊的投資（relationspecificinvestment）である。

Supplier……エージェント

ｔ＝lで部品の製造技術に関して独占者（owner）である。（これによっ

て，プリンシパルが技術の所有者で，エージェントのインセンティブを引

き出すことを主目的とするエージェンシー理論とは区別されることにな

る｡）彼の投資は一般化された投資（generalizedinvestment）であると

する(3)。

2.2タイミング

Ｔ＝１：プリンシパル（Manufacturer）は，エージェント（Supplier）

へ，承諾するか立ち去るかの提示（atake-it-or-leave-itpriceoffer）：Ｂ

をすることができ，それは，プリンシパルからエージェントへの支払い

（トランスファー）を特定化している。その価格契約（pricecontract）：

Pbがオファーされると，エージェントはそれを受諾するか拒絶する。こ

の与えるレントの事前約束が，ノー３での再交渉における基準点（Threat

point）となるｏこれは，いったん受諾（accept）されれば，一方的に破

棄（Breach）されることはない。

Ｔ＝２：費用のかかる（costly）Ｒ＆Ｄ努力がエージェントによってな

され，そのアウトプットＱが生じる。このアウトプットは確率変数であ

り，その値は〔0,Ｑ〕上のサポートをもつ確率密度関数から引き出される。

このＱは，当面は一般的（General）な財，つまり特殊性のない財であり，

また当面はＱ自体が自然状態（Stateofnature）と同一であると考えて

良い。

Ｔ＝３：契約の再交渉，つまり，コミュニケーションして最終の取引条
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件を決める。検証不可能な研究成果（イノベーション）に関する最終の取

引（Trading）合意が成立する。（ただし厳密に言うと，取引するか否か

については，この段階で立証可能（verifiable）になり，従って両者とも

コミットするが，支払い自体はt＝４の後である｡）

ここでは，エージェントが生産したアウトプットＱとプリンシパルの

事後の投資Ｉが加法的に組み合わさって，

V(Ｑ,ｊ）＝Ｑ＋Ｒ－Ｉｉｆｊ＝Ｉ 

というチーム（ジョイント・ベンチャー）生産のネットの価値が生じる。

ここでＲは，Ｉによって追加的に付加されるグロスの価値である。

同時に，条件に関する最終的調整が行われる。基本契約の価格が一方的

に（unilaterally）破棄（Breach）されることはなく，両者が合意しては

じめて価格改訂がなされる。両者が正式な取引合意に達しなければ取引は

行われず，部品あるいは研究成果（試作品）Ｑはエージェントが引き取る。

(川下企業のスポット市場で売られ，その一般`性（汎用`性）によってＱの

収入を得られる｡）

Ｔ＝４：買手（プリンシパル）が投資するか否かを決める。各当事者へ

のペイオフが，最終の（Ｔ＝３の）契約手続きに従って決まる。

2.3契約可能'性と情報構造

仮定

,情報は対称的である。すべての変数と行動は当事者同士で観察可能であ

り共有知識である。従って，すべての交渉は対称`情報下で生じる。しかし

｢情報」「研究成果」「図面」を表すＱおよび事後の投資Ｉは，法廷で証明

することはできない。従って立証不可能（Non-verifiableな）変数である。

2.4テクノロジーとペイオフ関数

エージェントの資本があるリスキーな技術に投下され，そのアウトプッ
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卜（例えば試作品）が，サポートを〔Q,Ｑ〕上にもつ確率密度関数から引

き出される。企業の最終財（例えば自動車）の価値は，エージェントが提

供する品質Ｑとプリンシパルによる事後的な投資ｉｓ｛0,1｝に依存する。
Ｌ 

事後的投資（expostinvestment）として考えうる例Iま，マーケットの

トレンドを調べて，最終財が消費者の需要に合うようにするという形の品

質改善努力や，共同開発の例に側せば，まずエージェント（部品メーカー）

が早い段階から開発に参画し，生み出したアウトプットＱをもとに，そ

れを引き取ってイノベートするというケースである。（そこではじめて投

資コストはサンクする｡）

次に，最終財の販売収入は，Ｒ(ｉｌＱ）と書けて，プリンシパルとエー

ジェントから成るチーム生産のグロスの収入は，両者の投資の関数であ

り，

Ｒ(０１Ｑ）＝Ｑ………･………･……………………………･……（１） 

Ｒ(ＩｌＱ）＝Ｑ＋Ｒ，Ｒ＝Ｓ＋Ｉ…･………………･……･………（２） 

である。（１）は，Ｑを所与としてプリンシパルが投資しないケースのチー

ムの収入であり，（２）は，投資Ｉを行うケースのそれである。この時には，

双方の投資ＱとＩが加法分離的に組み合わさってチームの収入が生じる。

そして，Ｉからのネットの追加的収入（余剰）をＳ＝Ｒ－Ｉで表し，Ｓ＞０

を仮定する。

エージェントのペイオフ関数は[L,＝Ｐ，プリンシパルのペイオフ関数

はＤＰ＝Ｒ(/｜Ｑ)－Ｐ－ｊ,ｉＥ｛0,1}である。両者の合計利得は，事後的

投資が起こればＱ＋Ｓ，起こらなければ（取引が成立しなければ）Ｑであ

るから，共同利得の視点では，Ｑが何であっても取引が成立し，事後的投

資が成されるのが望ましい。（従って，このゲームはHart-Moore（88)と

同様に単純なゼロ．サムゲームではない｡）

若干の補足をするが，プリンシパルの事後的投資水準Ｉと最終の収入

Ｑ＋Ｒの水準をイニシャル契約に書くことはできない。（ノー３の正式な契
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約には書くことはできる，すなわち証明可能（verifiable）となる）この

仮定は次の理由で非常にもっともらしい。まずt＝４の技術的なイノベー

ションを，部品メーカーの成果もわからないうちに記述することは難しい

し，またＱ＋Ｒは，ノー１ではランダムな要素を含んでおり，そのすべて

の状態（State）を識別し，それに依存した支払い契約をノー１において書

くことは不可能である。

さて，モデルの全体像を整理するために，２．２のタイミングをここで図

示すると，

再交渉

初期契約を

Contract 

signed 

Ａｇｅｎｔによる

投資が成され

プリンシパル

の投資

価格契約 不確実性を破棄あるいは

伴ってアウトプット改訂

Ｑが生じる正式契約が

成立

t＝２ノー３

ﾀｲﾐﾝｸﾞ 

Ｉ 

最終財

の販売

ペイオフ

が実現

#＝４ ｔ＝１ 

以上でモデルの記述が終わったので，取引価格（TransferPrice）への

ノー１でのコミットメント，コミットメントなし，その中間ケースの各々

について，効率性とレント分配の視点から分析する。

3．モデルの分析

3.1コミットメント不可能なケース（完全な事後的裁量：後決め）

この節では，事前の段階ではＳｉｍｐｌｅな価格契約を交わすことさえ不可

能であるｹｰｽを分析する｡このｹﾞｰﾑの均衡は,次の威嚇点(U2,Ｕｐ

＝（Ｑ’０）（組立と部品の交渉が決裂し，プリンシパルは事後的に投資せ

ず，部品取引を行わない。エージェントは，生産したアウトプットをその

ままマーケットへ出す，というケースのペイオフの組）をもち，Ｕ２＋皿
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DP 

１ 

UU4 
0 

DC 

図１

＝Ｑ＋Ｓを実現可能性集合の交渉フロンティアとするナッシュ交渉問題の

解である。その解は，図ｌから明らかなように，（四，ＤＰ）＝（Ｑ＋l/2S，

1/2S）である。つまり，ｔ＝２で生じた各ＳｔａｔｅＱを所与として，プリン

シパルはノー３で，将来の投資を行うことにコミットし，部品価格はＰ＝

Ｑ＋1/２Ｓとなり，これがエージェントの得るグロスのレント（部品価格）

となる。一方，プリンシパルのレントはＵルーｌ/２Ｓとなる。（彼の投資は

関係特殊的であるため，投資が生み出す余剰Ｓの半分しか彼に帰属しな

いことに注意せよ｡）これは，事前に何も決めないでおいて，事後的に完

全にフレクシブルに価格設定するケースである。

レンマ１：コミットメントなしのケース

事後的交渉で決まる部品価格は

Ｐ*(Ｑ）＝Ｑ＋1/2ＳｆｏｒａｌｌＱ 

である。

3.2コミットメント・ケース（前決め）

次に，事前にトランスファー価格を決めてコミットし，どのような状態
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Ｑが生じても事後的に価格を改訂できないケースを考える。しかし，この

ケースでも，ノー２での途中のアウトプットを観察した後で，ノー３での交

渉プロセスであまりにも不利な条件であれば，取引（Trade）自体を拒絶

するという選択肢は残っている。つまり，部品の共同開発の途中で関係を

終わらせ（terminateし)，その後の段階には入らないことができる。今，

図２(1)のケースを考えよう。

これは，エージェントが提供する成果Ｑが，事前の契約価格凡に比べ

て低いという状態である。この時，PriceにはもはやFlexibilityは残っ

ていないことから，プリンシパルはこのまま取引に正式にサインし，投資

Iを行うことにコミットしても，Ｑ＋Ｓ－Ｂ＜０という負のレントしか得

られないことを知っている｡(4)従って，このケースでは，投資ノー０であ

り，部品の取引と，プリンシパル＝エージェントの共同開発（"カスタム

品”の開発）もこの段階で終了することになる。

よってエージェントは，自ら創造した「図案と試作品」Ｑをそのままス

ポット市場へ出してＱの利潤を得ることになる(5)。

次に図２(2)のケースへ移る。このケースでは，最初にコミットした基

本価格（エージェントへ与えるレント，あるいは“oldrule，，）がj＝３の

交渉での，エージェントにとっての威嚇点（ThreatPoint）となる。よっ

Ｏ＋ＳｌＰ 

必

、［､’０口

Ｑ＋ 

図２(1)〔BadState〕
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戸
四

U2 ０ 

図２(2)〔GoodState〕

て(2)のケースでは，ノー３の交渉で，プリンシパルは形式的に事前価格凡

で取引することを申し出て，エージェントが承認し，取引価格の最終合意

に達し，同時にまた，共同プロジェクトの進行に最終合意した上で，プリ

ンシパルは投資ｊ＝Ｉを行うことにコミットすることになる。（ノー３の再

交渉ゲームでは，プリンシパルが価格の再交渉を申し出て，それにエージェ

ントが応じるか否か，という形にゲームを限定する。この展開形ゲームの

解については次節で詳しく論じる(6)｡）以上の分析をまとめると，次のよ

うになる。

レンマ２：コミットメントのケース

（１）ＩｆＱ＋Ｓ＜Ｂ，ｔｈｅｎＢ*(Ｑ）＝Ｑａｎｄｊ＝０ 

（２）ＩｆＱ＋Ｓ二Ｐｂ，ｔｈｅｎＢ*(Ｑ）＝Ｐ６ａｎｄｉ＝Ｉ

特に（１）のケース，すなわち，エージェントの出してきた品質Ｑが低

レベルのStateでは，取引が生じていないことに注目してほしい。もし投
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資／＝Ｉであれば，両者の効用の合計はＱ＋Ｒ－Ｉ＝Ｑ＋Ｓとなり，取引

が生じないケースのＱを上回る。つまり，効率性の視点から言えば投資

が生じることが望ましいにもかかわらず，プリンシパルは，もし取引に

(つまりプロジェクト続行に）合意すれば高価格Pbを払わざるを得なくな

り，あまりにもエージェントに搾取されて（"Holdup，，)，私的利潤が負

になるという分配上の問題から，プリンシパルの投資が生じなかった。こ

れは，チーム生産において，ＢａｄStateの時に，事後に予算制約を壊す

(Breakthebudgetbalancingconstraint）ことにコミットして強制する

Deviceの存在と事実上同じ機能を果たし，取引相手（エージェント）が

サボったことに対するペナルティーの存在を理論的には意味している

(Holmstrom（82)を参照)。

3.3中間ケース：事後的再交渉の余地を残したコミットメントのケース

さて，事後的にも，プリンシパルとエージェントの両者が合意した時に

は，例外として－度決めた支払い（Transfer）の額自体を決め直せると

いうケースを考えよう。このレジームは，事前にトランスファー価格にコ

ミットメントするが，それを破棄（Breach）できるのは両者が合意した

時だけであり，一方でも取引に際して事前のルールを守ることを主張すれ

ば，事後的再交渉が不可能になるという意味で，ｌと２の中間ケース（の

1つ）である。

今，図２(1)のケースを考えよう。コミットメント・ケースでは，エー

ジェントが提供する品質Ｑは，事前に決めたＰｂに対して相対的に低い状

態であるにもかかわらず，価格を変更できなかったため，取引（共同開発）

自体が壊れることになった。今度はノー３で，次の図３(1)で表現される展

開形ゲームのタイミングで，プリンシパルがエージェントに「契約価格の

見直し」を迫ることになる。プリンシパルの改訂申し出に対し，エージェ

ントが拒絶した時に，プリンシパルはＱを引き取って改良投資を行うイ

ンセンティブがあるだろうか？ゲーム理論の言葉を使うと，プリンシパ
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ルの「既存条件Ｂを改訂しなければ，このまま取引関係を続けて事後的

に投資して（surplusを増やして）も，私にとってはレント分配上損だか

ら，部品を引き取らない｡」という脅し（Threat）は，信頼'性がある

(credible）ものだろうか（あるいは誘因整合的であろうか)，それともハツ

クリ（empty）（誘因整合的でない）だろうか？まず，図３(1)のケースを

みてみよう。このケースでは，エージェントがプリンシパルの申し出をリ

ジェクトすると，プリンシパルは途中で関係を解消させて０を得る。それ

は，｜日い条件凡のまま取引関係を続けてＱ＋ｓ－Ｐ６＜０のペイオフを得

るよりも得である。従って，上の脅しは意味がある，あるいは，信頼‘性が

ある脅し（crediblethreat）である。従って，エージェントは，プリンシ

パルの申し出を受け入れ，新しい価格設定のための交渉を行うことに合意

する。

従って，このケースでは，契約価格月を改訂することに合意，新しい

ＤＴｒｖノコ（0,@ S,Ｑ＋1/2S） 

２６ 
〕arpaininErノ

Ｒ 【】ｌ【

己ｐＬェぅ

,Ｑ） 
3ｒｅａｋ・ＤＣ

Ｊｃｌｂ 

(0,Ｑ） 

） ｇ＋Ｓ－Ｈ ｕｆ４ 

Ｄ､０ 

0．Ｇ 

図３(1)ｊ＝０（Notrade）がcrediblethreatのケース :Ｑ＋ｓ＜Ｐｂ 

エージェントの利得）(ただしプリンシパルの利得，
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価格協定を結んだ上で，プリンシパルは効率的な投資決定Ｉを行うという

経路（いわば，‘既存ルールの見直し'）が均衡として実現する。価格改訂

に両者が合意した時には，新しい価格Ｐ*(Ｑ）は，次のナッシュ交渉問題

の解として決まることになる。問題は，

(U2*，ＤＰ*）＝max[ＵＩ４－Ｑ]'/2.［Uf]1/２ 

｛U9,，ＤＰ｝ 

Ｓ・ｔＵＤ４＋ＤＰ＝Ｑ＋Ｓ

であり，その解必＊＝Ｐ*(Ｑ）＝Ｑ＋l/2S,⑭*＝１/2S，が，総余剰：

Ｑ＋Ｓの改訂されたレント分配である。

次に図３(2)のケースのように，Ｑ＋Ｓ－Ｂ＞０の時には，エージェント

は，プリンシパルによる価格改訂の申し出を受諾するインセンティブはな

い。なぜなら，「既存の価格日を改訂しなければ，Ｑの水準の部品を引き

取って改良投資をしても，自分は損になるから取引しない｡」という脅し

っ（Ｑ＋Ｓ－ＨｏＢ

DＰ 

1/2S） 、

］ 

（ 3aTQai｣才、Pユハ
０ 

Q） ］ 
RｅｎＣｐｏｔｉａｔｉｏ 

弓Ⅱ】Ⅱ－KＪ

ｊｎ 

３．，～ｃ 

)．囚

Ｂ） ０＋Ｓ－Ｐ 
ｇａ■色

１６ノ

図３(2)／＝０がempty threatのケ〒ス：Ｑ＋Ｓ三月
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|ゴカラ脅し（emptythreat）であり，もとの契約が定める価格の下でも

事後的に必ず投資するからである。このことは，図３(2)で，プリンシパ

ルが既存の価格日の改訂を申し出てエージェントがそれを拒絶（reject）

した後のサブゲームで，プリンシパルが投資Ｉを行うと，ペイオフがＱ＋

s-Pb＞０，取引を拒絶して投資を行わないと０であることによって表さ

れる。この下で，プリンシパルは改訂を申し出ず，既存のルールで取引が

行われることで最終合意が成立し，投資が実行される経路が均衡として実

現する。エージェントのレントはＢ，プリンシパルのそれは，Ｑ＋ｓ－Ｐｌ

となる。

〔命題〕

事後的再交渉の可能性を伴うコミットメントのケース(7)では，

ｉ＝ＩｆｏｒａｌｌＱ 

ａｎｄ 

（１）ｉｆＱ＋Ｓ＜Ｐｂ，ｔｈｅｎＰ*(Ｑ）＝Ｑ＋1/２Ｓ 

（２）ｉｆＱ＋Ｓ三Ｐｂ，ｔｈｅｎＰ*(Ｑ）＝凡

このケースでは，レンマ２と異なり，すべての状態で取引と投資が行わ

れ，効率性は達成されることに注目されたい。よって効率`性の点からは，

コミットメントのケースを上回っている。また，このレジームでの再交渉

後の価格スケジュールは図４のように表せる。ここで，本質的に重要な部

分は，中間財のレベルＱがＰｌ－Ｓのレベルからほんのわずかでも落ちる

と，エージェントの限界的な交渉力がＢ－Ｓのレベルでのｌから，条件
一

改定時に１/２にガタ落ちし(8)，従って，Ｓについて半分しか専有できない

ことである。これによって，凡一ｓのレベルで収入関数にジャンプが生

じる，すなわち，不連続性（Discontinuity）が発生することになる。

図４を利用して，分配上の視点，そしてインセンティブの視点から，３

つのレジームを比較してみよう。
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新価格Ｐ*(Ｑ）
Ｂ 

Ｂ－１/2Ｓ 

９．F rｌｃｅ 

1/2Ｓ 

Ｑ(State） 

中間材の
品質水準

BａｄＳｔａｔｅ Ｂ－ＳＧｏｏｄＳｔａｔｅ 

図４

３．４３つのレジームの比較

（１）レント分配の視点

前節までの分析結果を使って，３つのレジームでのプリンシパルとエー

ジェント間の組織レントＱ＋Ｓの分配を図解してみよう。

図５は，コミットメントと，事後的再交渉を例外事項として認めるコミッ

トメントのケース，つまりケース２と３のレント分配である。ここで，横

軸はノー２でエージェントが提供する品質（アウトプット）Ｑの水準，縦

軸はプリンシパルとエージェントの各々ペイオフ・スケジュールを表して

いる。この図から，Ｑ＜Ｐｂ－Ｓ，つまり悪い状態（BadState）の時に，

両者の合意ののち古い価格Ｐを破棄（Breach）し，新しい価格Ｐ*(Ｑ）を

設定することによってパレート改善可能であることがわかる。従ってケー

ス３はケース２を（少なくとも事後的には）パレート支配している。

次に図６は，コミットメント不可能なケースのレント分配である。レン

マ１より，この事後の完全にフレクシブルな価格づけの枠組では，エージェ

ントはパフォーマンスＱに基づいて事後的な交渉で決まる価格（支払い）
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Uh，ＵｈＺｌ 
リ

, 
ヨＳｅ３で０ 】

， 

, 
７ 

凡ＪＤ 

Ｓ 

ｌ/2Ｓ 

鰹耀1潔鞭(鰯霧

０ Ｑ Ｂ－ＳＢ－１/２ＳＢ 

図５

Ｚ，Ｕｌ。 、Caselでの
エージェントのレント

l/２Ｓ＋Ｑ＝Ｕｈ 

Ｃａｓｅｌでの

プリンシパルのレント

／，/2s＝ Ub 
l/2Ｓ 

Ｏ 
Ｂ－ＳＢ－１/2ＳＢＱ 

図６

を得られることになる。ここでは，プリンシパルは，彼の投資Ｉにより，

Ｑの水準に関わらず，投資の生み出す価値の半分である１/２Ｓという一定

のレントを得ている。（これは，プリンシパルの過小投資が生じているこ

とを暗黙のうちに表す｡）

コミットメントの価値とフレクシピリティーの価値

さて図５と図６を比較すると，Ｑ＞凡一ｓの時に明確な違いが出てく
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る。まずＰ－Ｓ＜Ｑ＜Ｐ－ｌ/２Ｓの時は，エージェントは得をするが，

Ｐ－１/２Ｓ＜Ｑ＜Ｐでは，逆にノー１で価格を決めてコミットしたことによっ

てプリンシパルが得をする。特に，Ｑ=Ｐという，中間財の品質が予め

決めた価格Ｐを上回る状態では，プリンシパルは，関係特殊的投資Ｉが生

み出す余剰Ｓのすべてを吸収できるだけでなく，エージェントの出して

くる品質Ｑの増大の効果も全て吸収できる。よって価格Ｐにコミットし

ておくことにより，品質の良い状態において，エージェントからプリンシ

パルヘの大きなレントの移転が生じることになる。言い換えれば，事前の

基本契約は，強力なレント・トランスファー装置として機能するわけであ

る。図５では，⑦がプリンシパルにとっての「コミットメントの価値」で

あり，①が「再交渉の価値，事後的なフレクシビリティの価値」だと解釈

できる。

（２）事前のインセンティブＶＳ事後のフレクシビリティー

前節では，状態Ｑが共通に観察可能になった後の，組織レントの分配

を３つのレジームについて図解した。今，Ｑというエージェントの提供す

るアウトプットを，エージェントの投資ｃと，その後の自然状態８の関数

としてＱ(e’０）とし，エージェントの効用をＵ２＝Ｐ*(Ｑ)－ｃ(e）と考え

る。０は例えば不確実Ｉ性要因を表すノイズである。さて，明示的にエージェ

ン卜の事前のインセンテイブを考えよう。この時，図５と６を比較すると

わかるとおり，コミットメントによって，ＱのレベルＰｂ－Ｓで，サイズＳ

の不連続なジャンヱが生じている。これは，不完備契約下でボーナス契約

が創り出されたことを意味し，このボーナスは，エージェントの事前のイ

ンセンティブを引き出す装置として機能する。 Ｑ＝Ｂ－Ｓのレベルをちよ

うど達成すると，そこでは，エージェントは100％交渉力をもち，取引余

剰増大のすべてを専有できることがわかる。従って，不確実I性がなく，Ｓ

が十分大きい時には，均衡のＱの限界的レベルは，Ｑ＊＝Ｐ－Ｓとなり易

い。エージェントがそのレベルを達成しようとする強いインセンティブが
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生じるからである。

次に，事後的再交渉の余地を入れるとどうなるか？エージェントが直

面する収入スキームは図５に示されているが，Ｑ＝Ｐｂ－Ｓでのボーナス

のサイズがl/２Ｓに減少している。これは，Ｓのサイズが大きく，コスト

関数の傾きが小さすぎないケースでは，事前のインセンティブを阻害する。

従って，事前のインセンティブを引き出すという視点では，コミットメン

卜・レジームが望ましい。（エージェントのアウトプットＱが関係特殊的

であるとすれば，図４ないし図５においてＢａｄStateの時に，エージェ

ン卜のレント関数の傾きがｌより小さくなり，かつ，Ｑ＊＝Ｐ－Ｓでのボー

ナスのサイズがより大きくなるため，事前のインセンティブを引き出す装

置としてのコミットメントの役割は増大する｡）

しかし，不確実性がある環境では，事前のコミットメントにも欠点があ

る。いったんＰｂ－ｓ以下の状態が生じると取引が行われなくなり，合計Ｓ

の余剰が失われることである。これは，エージェントの事前のインセンティ

ブの欠如をひき起こさないためのペナルティーとしては有効に機能するが，

いったんＢａｄStateが生じると，事後的には大きな損失である。従って，

事前，事後を合わせた全体の効率Ｉ性（期待余剰）の視点からすれば，例外

的事象で弾力的に対応できる余地を残しておく方が望ましいかもしれない。

以上により，レジーム２とレジーム３でどちらが望ましいかは，コスト

関数Ｃ(e）の特Ｉ性，ボーナスＳのサイズ（共同開発を次の段階まで続けた

ときに，どれだけのネットの余剰増が見込めるか｡)，不確実性８の大きさ，

およびエージェントのアウトプットＱの関係特殊性（relationspecifio

ity）の程度に依存するが，本質的なロジック，つまり，「事前のインセン

ティブと事後のフレクシビリティーのトレード・オフ」ということは以上

の分析により明らかになった(9)('0)｡

(3)イニシャル価格の設定：プリンシバルの事前の価格戦略

前節では，不完備契約下で事後的に（ノー３の時点で）創り出された
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｢再交渉の余地のない（RenegotiationProofな）報酬関数（とくにレジー

ム３での内生的に創り出されたボーナス）を見通して，ｔ＝２のstageで，

エージェントの投資がノルマの水準Ｂ－Ｓまでひき出される可能性が強

いことを分析した。残りは，ノーｌで，プリンシパルが，凡のレベルをど

う設定するのか，という問題である。これは，エージェンシー問題での契

約の設計と本質的には同じ問題であり，ここでは，定蝋性的に重要な点だけ

述べることにする。

まず，凡≠０は次の２つの意味で明らかである。第１に，プリンパル

からエージェントへの支払いＰｂが０ならば，ｔ＝２においてＱが正の時に

は，エージェントはその時点で（完全に関係特殊的投資でない限り）中間

財を外部のスポット・マーケットへ売ってしまい，共同開発（カスタム品

の開発）自体が崩れてしまうので，プリンシパルには利益にならない。第

２に，この段階では，「インセンテイブ契約」と理論的ロジックを共有し

ておＵ，プライス月は，エージェントのインセンティブを引き出すため

のプリンシパルにとっての固定費用（本モデルは，これが完全に回収不可

能なケース（コミットメント・ケース）と部分的に回収できるケース（再

交渉の余地を入れたケース）に分かれていると解釈することもできる｡）

である，と解釈できる。従って，プライスを何も払わなければ（あるいは，

ウィリアムソン流に言えば，事前に何の人質も出さなければ)，エージェ

ントの関係特殊的投資が過少になることは明らかである。従って「最適」

契約では，エージェントのアウトプットＱが完全に一般'性のある財（ス

ーl）でない限りＰｂ＊＞０である(ID。そして，これこそ，「基本契約書」の

中に「基本価格」なるものを盛り込んでいるという事実と整合的である。

4．結び：いくつかの拡張と一般化の可能性

このペーパーは，部品の調達関係および共同開発組織を例にとって，事

前に基本契約を交わしておいて，出てきた途中の成果を所与として，事後
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的に再交渉を行う時に，両者が合意した場合には，柔軟（フレクシブル）

に新しい契約に改訂することも可能だということが典型的に観察される

｢日本的」価格設定・改訂方式のメカニズムを，不完備契約の理論を使っ

て分析した。しかし，このモデルは本質をとらえた一例にすぎず，多くの

拡張と一般化の方向がある。

１つには，投資のタイミングの問題がある。これは，このタイプの（不

完備契約下の過小投資）問題を扱った文献において，本質的役割をもつも

のである。本モデルは，双方の（Bilateral）投資が存在しているが，プリ

ンシパルの投資ｊは事後的に行うものであり，再交渉段階で事実上投資を

行うインセンティブがあるか否かを見通すことができた。今後は，タイミ

ング構造のｔ＝２で，双方が投資を行う状況を考えよう。これは，Aghion

Dewartripont,ａｎｄＲａｙ（94)メカニズムのタイミングと同じである。彼

らのメカニズムの本質の１つは，過小投資問題を解決するために，再交渉

プロセスで事後の余剰のすべてを一方の投資家に配分する制度的仕組みの

必要性を強調していることである。本モデルでも図５が示すとおり，事前

の価格月にコミットすれば，エージェントの成果Ｑがその水準を超える

状態rb二Ｑでは，プリンシパルの投資の純余剰ｓは１００％彼に帰属する。

しかし，Ｑを相手の投資と考えると，今度は相手がその水準（日）まで投

資してこない。従ってこのモデルでは，ＡＤＲ（94）と同様，両サイドの

過小投資問題は，価格Ｐの他にもう１つ手段がないと解決されないこと

になる。

次に，ノー０ないし／＝ｌでプリンシパルが特殊的資産に投資し，そのコ

ストがサンクするケースを考えよう。これは，ウィリアムソンが述べた

｢信頼J性ある保証（Hostage)」をプリンシパルが与えることによって，相

手（エージェント）の投資インセンティブが高まるか否か，という問題に

なる。直観的な推測では，プリンシパルがすでに人質を提供したことによ

り，彼のr＝３での交渉ポジションが悪くなり，サンク・コストーI以内の

赤字が出るまでは取引が成立する。従って，より広いＱの範囲で，エー
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ジェントの提供するアウｌプットをプリンシパルがひきとって，加工して

最終製品としてマーケットに出されることになる。よって，共同製品（力

スタム品）として売りに出される状態の範囲が増えるので，効率'性は改善

する。（しかし，コミットメントだけでは取引が生じない品質の範囲もあ

るので，完全な効率1性は達成されない｡）図５では，Ｐ－sより左の位置

で，エージェントはＰの支払いを受けられるが，そこではプリンシパル

は負のペイオフを得ることになる。このタイミングのゲームでの「コミッ

トメントかつ再交渉」のレジームでは，事後的に予想されるレントの分配

がエージェントに有利なものになる。しかしその時には，今度はエージェ

ントがプリンシパルを事後的に搾取する状態になるため，その“捕獲，，を

予想するプリンシパルは，事前に人質を出さないことになる，という「ホー

ルド・アップ問題」が生じる。この直観は重要だが，これを理論的に厳密

に分析することは，次の機会に回したい。

最後の１つは，序論でも触れた「ルールと裁量」あるいは「原則と例外

的事象での柔軟)性」の問題である。近年，「規制緩和」をめぐり，政府の

規制方式がいかなる形態をとるべきかの議論がなされている。それに対し

て本モデルのもつ理論的示唆は，「規制ルールを明確化してコミットせよ。

しかしそのルールを何があっても絶対に変えないというのではなく，例外

的事象では，両者（政府と民間）が合意した時には，ルールにこだわりす

ぎずに弾力的に対処せよ。それによって，事前の民間の開発インセンティ

ブと事後のレント分配（社会的余剰の消費者と企業の間の分配）をバラン

スできるとともに，例外的事象が生起した時にパレート改善可能である｡」

ということである。本モデルの分析と類似の手法を規制の問題に応用した

例としては，LaffontandTirole（90）がある。しかし序論でも述べた通

り，「規制者と企業」の間では対称１情報であるが，それを法廷および民間

消費者は観察できず，しかもルールは不完備契約の状況下でＳｉｍｐｌｅなも

のになっているという点で，より簡潔に現実の制度を説明でき，かつ理論

的本質は失われていない。本モデルは，「共同開発組合」での取引方式を
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含め，これまでパズルとされてきた相対関係にもとづく「日本的」取引方

式のいくつかに，現実に根ざした新しい本質的な理論的分析視角を与える

ものなのである。

《注》

（１）実証的あるいは示唆的論文としては，Williamsoｎ（1975,79）がある。彼

は，「関係的契約」の概念をはじめて導入した。それを基にして，浅沼（1984,

94）は，日本の自動車産業における部品の取引形態，価格設定方式の実態の

詳細を手際よく分析している。

（２）これが，HartandMoore（88)およびＡＤＲ（94）との決定的な差であり，

また「実態」をより反映したものである。トヨタ自動車の部品取引基本契約

書にも，「例外的事象では，誠意をもって両者討議の上，問題を解決する」

とある。これがなぜ交渉力１/２ずつという設定につながるのか，という疑問

は当然出てくるかもしれない。事実，この審議ゲームをどう定式化するかと

いうことこそが，HartandMooreおよびＡＤＲの分析の焦点の１つであり，

そこで均衡として生じるペイオフスケジュール（の傾き）が事前の投資をど

れだけ引き出すかを決定した。本論文では，1つは，彼らの分析と差別化す

るため，もう１つは，この分析の設定である「承認図部品」の開発に関する

限り，組立，部品両者とも対等な技術力をもっているという観察事実によっ

て，この仮定が不自然な（artificialな）ものでないため，この定式化を採

用する。

（３）こうした組立一部品関係の個別の例を挙げることは容易だが，このペーパー

の目的は現実そのものを説明するのではなくて，単純なモデルの考察から取

引のガヴァナンスメカニズムの本質を推論（帰納的推論）することにあるの

で，この設定は容認可能なものである。また，後に，エージェントのアウト

プットの関係特殊性がもたらす影響も分析する。

（４）ここでは，事前にプライス月にコミットしており，事後にフロンティア

上でのSidepaymentのやり取りは不可能である。つまりエージェントか

らプリンシパルヘのｅｘｐｏｓｔのSidepaymentは不可能であると仮定して

いる。（あるいは，ゲームの終了時にエージェントから，プリンシパルヘ，

この種のunverifiableなサイド・ペイメントを行うインセンティブはない。

このゲームでは，プリンシパルとエージェントの関係は１回きりであるため，

事後のエージェントからプリンシパルヘのサイド・ペイントを強制するペナ

ルティースキームを（くり返しゲームにおいてみられるような）自己強制的
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な（self-enforcingな）形でつくることはできないからである｡）

（５）エージェントのアウトプットＱの関係特殊'性（relationspecificityMを

几Ｑ（ただし０ニス≦ｌ）のような形でモデルに導入すると，エージェント

の基準点が変化し，この「関係」が生み出すレントＱ＋ｓの分配が影響を受

けることになる。例えば，エージェントの得る部品価格は，簡単な計算の後

１/2(1＋１)Ｑ＋l/２Ｓとなり，スが小さいほど，部品価格は低くなり，買手に

「買いたたかれる」ことになる。

（６）この再交渉ゲームをいかに定式化するかは，この種の分析の１つのポイン

卜である。ＡＤＲ（94）は，交渉力を投資主体に100％与えるために，買手

に支払い遅延（postponement）を認めない法の施行を仮定した。これによ

リ，売手が再交渉をオファーした時に，買手がそれを拒絶して交渉を続ける

という選択肢は存在しないことになる。これは彼らのメカニズムの問題点の

１つである。本稿のモデルと彼ら（Hart-Moore，ADR）との相違は，プリ

ンシパル（買手）が，事後に（expost）チームの余剰を大きく（Discrete

に）Ｓだけ増大させる投資をする権限をもつことによって，ある種の“Ｋｅｙ

Board，，を握っていることである。この設定の下では，再交渉ゲームは，ま

ずプリンシパルが条件の改訂を申し出，それを所与として，エージェントが，

プリンシパルの事後の投資インセンティブを見通して反応する（受諾ないし

拒絶する）という形のゲームが最も本質的である。

（７）これは，日本的取引慣行における「事後調整」といわれる価格調整方式だ

と抽象レベルとして考えることもできよう。この方式は，エチレン（石油化

学製品)，上級紙（紙製品)，Ｈ型鋼材（素材産業）においても典型的に観

察されるものである。

（８）前述のとおり，組立も部品も，最終財の生産に必要不可欠な技術力をもっ

ている状況であるから，これは，人為的（artificial）ではない。

（９）これは，マクロ経済政策の動学的非整合性の問題で論じられる「ルールと

自由裁量」の比較と，理論的本質を共有している。そこでも，「ルール（コ

ミットメント)」には確実性が伴い，事前の経済活動（インセンティブ）を

促進するが，一方，「裁量」には事後的柔軟性があり例外事象に対処しやす

いという利点があり，両者にはトレード・オフが存在すると論じられる。こ

の小論の貢献は，どちらがどう有利かを，一見すると全く別の文脈で，非常

に単純なモデルで明らかにしたことにあろう。

(10）（４）とも関連するが，事後に，つまり，最終財の販売が終わった後に，エー

ジェントからプリンシパルヘのサイド・ペイメントを強制するメカニズムを

仮定すれば，図２(1)のようなＢａｄStateでも，必ずパレートフロンティア
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上でレント分配が行われる。その結果，エージェントが事前の投資ｅを行う

時に見通す収入関数は，コミットメントなし（ＮｏＣｏｍｍｉｔｍｅｎｔ）のケース

と同じになり，Ｑ＝Ｐ－Ｓのレベルで，収入関数の不連続性（DiscontinU

ity）は，発生しないことになる。従って事前のインセンティブに対して，

一般的には悪影響が及ぶことになる。

(11)よりテクニカルに解を特徴づけ，例えば，ス（関係特殊性）や不確実性０の

分布に関する仮定などをつかって，１－bestのエージェントのインセンティ

ブが引き出される条件を記述することは，理論的には興味深い。詳しくは

Suzuki,Ｙ〔12〕を参照せよ。
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